
 不耕作農地の有効活用  

(1) 目標 農業振興地域内の不耕作農地（作付していない農地）の発生を防止するとともに､10 年

間で 4,000ha を解消 

(2) 取組の方向 

① 農業への積極的活用 

認定農業者等の規模拡大にあたり、農業用機械の導入や、就農者の早期育成を支援 

② 守らなければならない農地の有効活用 

受け手がいない農地の有効活用を図るため、農地の長期活用にあたっての取組や、施設 

・機械の導入、人材確保に対して支援 

(3) 施策内容（集積・集約化による農地のフル活用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
① 不作付地活用促進事業 

 ア 規模拡大するための農業用機械等の導入○新（事業主体：地域農地管理者） 

イ 地域の農地を担う新規就農者の確保･育成に係る研修を実施○継 (事業主体：兵庫県農業会議) 

  ウ 労務管理や経理事務等の知識・ノウハウを習得するため、農業法人へ経営の専門家を派遣○新 ( 〃 ) 
 
② 地域農地管理事業（事業主体：地域農地管理者）○新  

ア 新規作物の導入等による農地の長期(10 年間)活用 

イ 機械の導入及びハウスの設置、放牧柵や鳥獣害防止柵等の設置 

ウ 新規作物の生産・販売等を行うための人材確保 
 
 ③ モデル地域※の特別支援 ○新  

ア 農地利用に係る地図化（事業主体：市町･ＪＡ等） 

農地区分や農地利用の検討に必要な地図システムへの入力作業等を実施 

イ システム構築の促進（事業主体：県） 

地域の話合いや農地の有効活用の取組を促進する嘱託員を設置 
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③モデル地域への特別支援 

イ ｼｽﾃﾑ構築の促進 
 (話合いの支援) 

ア 農地利用に係る 
地図化支援 

(1)不作付地が多数 
(2)経営農地が散在 

d 未整備農地（山際） 
b 未整備農地 
（集団的） 

a 整備済農地 

荒廃農地 

c 未整備農地 
（集落介在） 

地域農地管理者※によ
る整備済農地等優良
農地の活用と、あわせ
て条件が悪い等受け手
のいない農地の有効活
用 

※ＪＡ出資法人､市町農林公社､集落営農
法人､認定農業者等 
○不作付地活用促進事業と地域農地管
理事業を用いて､優良農地及び条件
の悪い農地を活用 

 ○地域内農地の利用をコーディネート 

①不作付地活用促進事業 
ｱ 農業用機械の導入支援 
ｲ 就農者の早期育成 
ｳ 経営管理への指導･支援 

②地域農地管理事業 
ｱ 農地活用への支援 
ｲ 栽培や放牧に必要な資材･機

械等導入支援 
ｳ 人材確保への支援 

農地ナビシステム  
(Web ｻｲﾄ上で、農地

の権利・位置情報を 
閲覧) 

活用 

※小学校区単位を基本に設定。 
［実施期間：3年、H29～31］ 
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